
＜適正なガバナンスの確保＞

⚫ 外部有識者を構成員に含む第三者委員会を設置し、拠出金
額等の重要事項を議決

⚫ 重要事項（拠出金額や役員・外部有識者の人事等）を国の
認可にかからしめること等により、適切な業務運営を担保

⚫ 事業計画書・財務諸表等の作成・公表

2020年代半ば以降に原子力発電所の廃止措置が本格化することが見込まれる中、我が国における着実かつ効率的な廃止措置を実現
するため、これに関する知見・ノウハウの蓄積・共有や、必要な資金の確保を行うための仕組みの構築が必要。

総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会
廃炉等円滑化ワーキンググループ 中間報告（案）の概要

着実かつ効率的な廃止措置を実現するため、国による一定の関与・監督の下、我が国全体の廃止措置の総合的なマネジメント等を行う
認可法人を設置するとともに、我が国全体の原子力発電所の解体等に要する費用を含め、認可法人の業務全体に要する費用を、
拠出金として原子力事業者から当該法人に拠出することを義務付ける制度を創設することが適当。
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⚫ 原子炉等規制法に基づき、その原子力発電所に係る
廃止措置を行うという原則が大前提。

⚫ 認可法人から毎年度通知される金額を、拠出金として
納付する責任を負う。

① 日本全体の廃止措置の総合的なマネジメント

② 事業者共通の課題への対応
（研究開発、共用設備の調達、地域理解の増進等）

③ 資金の確保・管理・支弁

拠出金の納付

※事故炉を除く

JAEA 自治体等

適切な関与・監督
（設立等の認可、解散制限、監督命令等）
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⚫ 認可法人が①～③の業務全体に要す
る費用を勘案した上で、原子力事業者
ごとに拠出金額を毎年度決定・通知

⚫ 金額は、将来の不確実性も踏まえた
水準としつつ、事業者の経営状況等に
も配慮

※現行の解体引当金残高については、料金政策上の観
点を踏まえ、適当な期間（例えば30年）での分割拠
出を認める

⚫ 認可法人の事業継続が困難になるなど、
不測の事態が生じた場合には、必要な制
度的措置を講じる。

⚫ 法人の形態は、民間発意で設立される一方、
国による適切な関与・監督が及ぶ「認可法
人」とすることが適当。

⚫ 行政コストの増大抑止の観点から、新設では
なく、既存法人の活用も含めて検討すべき。

連携

現状と課題

政策の方向性

※費用を支弁する際、事業者が実施する解体等の費用が
適正であるか等、認可法人が一定の手続に従い確認

資料４


